
 

うるま市告示第２３６号 

うるま市福祉サービス事業所等運営支援給付金交付要綱を次のように定める。 

  令和４年９月２９日 

うるま市長 中村 正人  

 

うるま市福祉サービス事業所等運営支援給付金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金の取扱について（令

和４年４月２８日内閣府地方創生推進室事務連絡）の趣旨を踏まえ、長期化するコロナ

禍における原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた福祉サービス事

業所等の負担を軽減し継続的な事業運営を支援することを目的に、予算の範囲内におい

てうるま市福祉サービス事業所等運営支援給付金（以下「給付金」という。）を支給す

ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（給付対象法人） 

第２条 給付金の支給対象となる法人は、令和４年４月から令和４年９月までにおいて、

市内に別表第１に掲げる事業の実績がある事業所を有し、かつ申請時点において、令和

５年３月末日まで同事業を継続する見込みがある法人（以下「給付対象法人」という。）

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付対象法人とし

ない。 

（１） 市税等を滞納している法人 

（２） 令和４年度において、給付金の交付申請以前に、給付金と重複する原油価格及

び物価高騰対応分を補助する事業について交付金を受け、又は受けようとしている法

人 

 （３） その他市長が適当でないと認める法人 

 

（給付金の給付額） 



 

第３条 給付金の給付額は別表第２のとおりとする。 

 

（給付金の交付申請等） 

第４条 給付金の交付を受けようとする給付対象法人は、給付金交付申請書（兼請求書）

（以下「申請書」という。）を、別表第１に掲げる介護及び障害福祉の区分ごとに市長

が別に定める日までに市長に提出しなければならない。 

 

（給付金の交付決定等） 

第５条 市長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、給付金を交付すべきもの

と認めたときは、交付の決定をし、給付金交付決定通知書により給付金の交付申請を行

った給付対象法人に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査の結果、給付金を交付すべきでないと認めたときは、給付金不交

付決定通知書により給付金の交付申請を行った給付対象法人に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第６条 給付金の交付申請を行った給付対象法人は、前条第１項の規定による通知を受領

した場合において、当該通知に係る給付金の交付の決定の内容に不服があるときは、当

該通知を受領した日から起算して１４日までに申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る給付金の交付の決定

はなかったものとみなす。 

 

（決定の取消し等） 

第７条 市長は、給付金の交付をした場合において、給付対象法人が次に掲げる各号のい

ずれかに該当する場合は、給付金の返還を命ずることができる。 

（１） 申請の取下げがあったとき。 

（２） この告示に違反したとき。 

（３） 虚偽又は不正の手段をもって給付金の交付を受けたとき。 

（４） 重大な法令違反又は公序良俗に反する行為等により、給付金を交付することが

適当でないと認められたとき。 



 

２ 前項による給付金の返還に係る加算金については、うるま市補助金等交付規則（平成

１７年規則第４７号）第１６条の規定を準用する。 

 

（関係書類の保存） 

第８条 給付金の交付を受けた者は、給付金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度

から起算して５年間、関係書類を保存しなければならない。 

 

（各種申請、通知書等の様式） 

第９条 この告示による各種申請書及び通知書等その他当該事務に必要な書類の様式は、

市長が別に定める。 

 

（補則） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、福祉サービス事業所等運営支援給付金の交付に

関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和４年１０月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。 

 （告示の失効に伴う経過措置） 

３ 前項の規定によるこの告示の失効の際現にこの告示に基づいて支給を決定した給付

金については、この告示の失効後もなおその効力を有する。 

４ 第２項の規定によるこの告示の失効の際現にこの告示に基づいて支給されている給

付金に係る交付決定の取消し、返還命令及び関係書類の保存ついては、この告示の失効

にかかわらず、第７条及び第８条の規定は、なおその効力を有する。 

 

別表第１（第２条、第４条関係） 

交付の対象と ＜介護区分＞ 



 

なる事業又は

施設 

（１） 入所・居住系 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介

護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活

介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、

軽費老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者

向け住宅 

（２） その他 

訪問介護、訪問型サービス、訪問看護、介護予防訪問看護、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問入浴介護、介護予防訪

問入浴介護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリ

テーション、居宅介護支援、介護予防支援・介護予防ケアマネ

ジメント、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、通

所介護、地域密着型通所介護、通所型サービス、認知症対応型

通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、通所リハビリテー

ション、介護予防通所リハビリテーション、小規模多機能型居

宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、

介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期

入所療養介護、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福

祉用具販売、介護予防特定福祉用具販売 

※ただし、以下に該当する場合は１事業とみなす。 

・介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場

合 

・福祉用具貸与と特定福祉用具販売の両方の指定を受けている場

合 

・訪問介護と訪問型サービスの両方の指定を受けている場合 

・通所介護又は地域密着型通所介護と通所型サービスの両方の指

定を受けている場合 

 

＜障害福祉区分＞ 



 

（１） 入所・居住系 

療養介護、施設入所支援、共同生活援助（介護サービス包括型）、

共同生活援助（日中サービス支援型）、共同生活援助（外部サー

ビス利用型）、宿泊型自立訓練、福祉型障害児入所施設、医療型

障害児入所施設 

（２） その他 

生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労

移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支

援、自立生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課

後等デイサービス、短期入所、計画相談支援、地域移行支援、

地域定着支援、障害児相談支援、居宅介護、重度訪問介護、同

行援護、行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支

援 

※地域生活支援事業（移動支援事業、訪問入浴サービス事業、日

中一時支援事業）については、上記の障害福祉区分に含め、１

事業とみなす。 

 

別表第２（第３条関係） 

給付金の給付

額 

別表第１に掲げる１事業当たり下記の額とする。ただし、給付金

の額は、介護又は障害福祉の区分にかかわらず、１法人当たり５

００，０００円を上限とする。 

（１） 入所・居住系 

 ア 定員４９人以下 １４０，０００円 

イ 定員５０人以上８９人以下 ２００，０００円 

ウ 定員９０人以上 ２６０，０００円 

 （２） その他 ８０，０００円 

 


